
令和５年度 第 2回新潟市建築審査会

日 時  令和６年１月２２日（月）午後１時３０分から 

会 場  ＮＥＸＴ２１ビル ６階 新潟市民プラザ ホール 

次   第 

 １ 開    会 

 ２ 議    事 

（１） 議案第１号 

    第一種住居地域（西蒲区赤鏥字大道上９３０－１、９３１－１外）において

新築する自動車修理工場の許可について（審議） 

（２） 議案第２号 

    第一種住居地域（中央区上所中三丁目５１６番外）において新築する自動車

修理工場の許可について（審議） 

（３） 議案第３号 

第二種住居地域（西区青山字道下１８２－２外８筆）において新築する自動

車修理工場の許可について（審議）

（４） 議案第４号～第３０号 

接道義務の特例許可について（報告）

３ そ  の  他 

４ 閉    会 



資料－１

新潟市建築審査会委員名簿

（任期 令和６年９月３０日まで）

都市計画

新潟大学工学部准教授             松 井  大 輔

法  律

弁護士                    櫻 井  香 子

建  築

（公社）新潟県建築士会名誉会長        川ノ口  信 一

新潟県建築士会新潟支部理事          佐 藤  奈 美

経  済

新潟大学経済科学部准教授           長谷川  雪 子

公衆衛生

元新潟県職員                 皆 川  陽 子

行  政

   新潟県土木部都市局建築住宅課長        石 塚  元



資料－２

令和 5年度 第２回新潟市建築審査会 座席表

日 時  令和６年１月２２日（月）午後１時３０分から

会 場  ＮＥＸＴ２１ビル ６階 新潟市民プラザ ホール

会長席

 ○

佐藤委員 ○        ○ 松井委員

     石塚委員 ○                  ○ 長谷川委員

     皆川委員 ○                  ○  櫻井委員

事
務
局
（
説
明
者
・
司
会
者
）

スクリーン

傍
聴
席



資料－３

建築基準法（抜粋）

第５章 建築審査会

（建築審査会）

第７８条 この法律に規定する同意及び第９４条第１項の審査請求に対する裁

決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法

律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村

及び都道府県に、建築審査会を置く。

２ 建築審査会は、前項に関する事務を行う外、この法律の施行に関する事項

について、関係行政機関に対し建議することができる。

（建築審査会の組織）

第７９条 建築審査会は、委員５人以上をもつて、組織する。

２ 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた

経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のう

ちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。

（委員の欠格条項）

第８０条 次の各号のいずれかに該当するものは、委員となることができない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者

（委員の解任）

第８０条の２ 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が

前条各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その委員を解任し

なければならない。

２ 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の

いずれかに該当する場合においては、その委員を解任することができる。

一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合

二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる場合

（会長）

第８１条 建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。

２ 会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、そ

の職務を代理する。

（委員の除斥）

第８２条 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件につい

ては、この法律に規定する同意又は第９４条第１項の審査請求に対する裁決

に関する議事に加わることができない。

（条例への委任）

第８３条 この章に規定するものを除くほか、建築審査会の任期、組織、議事

並びに委員の報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条

例で定める。この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定

める基準を参酌するものとする。



資料－４

新潟市建築審査会条例 

昭和３９年７月１日 

条 例 第 ６ ５ 号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８３条の規定

に基づき，本市に設置する建築審査会の組織，委員の任期及び議事その他建築

審査会に関して必要な事項を定めるものとする。 

（名称） 

第２条 建築審査会の名称は，新潟市建築審査会とする。 

（組織） 

第３条 建築審査会は，委員７人をもつて，組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

３ 委員は，任期が満了した場合においては，後任の委員が任命されるまでその

職務を行う。 

（会議） 

第５条 建築審査会は，会長が必要と認めるときに招集する。 

２ 建築審査会は，委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ，会議を開く

ことができない。ただし，建築基準法第８２条の規定による除斥のため半数に

達しないとき，又は同一の事件につき再度会議を招集しても，なお半数に達し

ないときは，この限りでない。 

３ 建築審査会の会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，

会長の決するところによる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか，建築審査会に関し必要な事項は，市長が

別に定める。 

附 則 

この条例は，昭和３９年７月１日から施行する。 

附 則（昭和４５年条例第４５号） 

この条例は，昭和４５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第１５号） 

この条例は，平成２８年４月１日から施行する。 



資料－５

新潟市建築審査会専決同意基準

（総則）

第１条 この基準は、新潟市建築審査会条例（昭和３９年新潟市条例第６５号）第６条の規定

に基づき、新潟市建築審査会（以下「審査会」という。）の効率的な運営を図るため、審査会

の権限に属する事務の専決に係る取扱いを定めるものとする。

（道路内の建築制限に係る専決同意基準）

第２条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４４条第１項第２号

及び第４号の規定に係る同意については、次の各号に掲げる基準に適合するものは、審査会

会長の専決により、審査会の同意を得たものとみなす。

 イ 公衆便所、巡査派出所、バス停留所の上屋、タクシー乗降場の上屋、その他の乗用車乗

降場の上屋、自転車駐車場及び公共用歩廊、並びに有料道路の料金徴収所、補修用材料置

場及び道路管理用自動車車庫その他これらに類するものの用途に供するものであること。

 ロ 国又は地方公共団体が設置するものであること。ただし、バス停留所の上屋にあっては、

一般乗合旅客自動車運送事業を行う者が、有料道路の料金徴収所、補修用材料置場及び道

路管理用自動車車庫その他これらに類するものにあっては、有料道路管理者が設置するも

のを含む。

 ハ 設置者、管理者又は道路管理者が、維持管理を行うこと。

 ニ 道路管理者と設置等に係る協議がなされていること。

 ホ 車両及び歩行者の通行上の支障がないこと。

 ヘ 有料道路の料金徴収所、補修用材料置場及び道路管理用自動車車庫その他これらに類す

るものを除き、歩道の有効幅員を２メートル以上確保すること。

 ト 公共用歩廊にあっては、駅前広場等に設けられる専ら通行の用に供するものに限る。

（絶対高さ既存不適格建築物等の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園

住居地域内における建築物の高さ制限に係る専決同意基準）

第３条 法第３条第２項の規定により法第５５条第１項の規定の適用を受けない建築物又は法

第５５条第３項第２号の規定による許可を受けた建築物（以下「絶対高さ既存不適格建築物

等」という。）に係る、同条第４項で準用する法第４４条第２項の同意については、次の各号

に掲げる基準に適合するものは、審査会会長の専決により、審査会の同意を得たものとみな

す。

 イ 絶対高さ既存不適格建築物等が存する敷地における増築、改築又は移転（以下「絶対高

さ増築等」という。）であること。

 ロ 法別表第２（い）項に掲げる用途に供するものであること。

 ハ 絶対高さ増築等に係る建築物又は建築物の部分は、高さ１０メートルを超えないもので

あること。

 ニ 絶対高さ増築等に係る建築物又は建築物の部分は、周辺環境への影響が少ないものであ

ること。



資料－５

２ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３０条の規定に適合する絶対高さ増

築等の場合で、次の各号に掲げる基準に適合するものは、前項の規定を準用する。

 イ 絶対高さ増築等に係る建築物又は建築物の部分は、高さ１０メートルを超えないもので

あること。

 ロ 絶対高さ増築等に係る建築物又は建築物の部分は、周辺環境への影響が少ないものであ

ること。

（日影高さ既存不適格建築物等の日影による中高層の建築物の高さ制限に係る専決同意基準）

第４条 法第３条第２項の規定により法第５６条の２の規定の適用を受けない建築物又は法第

５６条の２第１項ただし書の規定による許可を受けた建築物（以下「日影高さ既存不適格建

築物等」という。）に係る、同項ただし書の同意については、次の各号に掲げる基準に適合す

るものは、審査会会長の専決により、審査会の同意を得たものとみなす。

 イ 日影高さ既存不適格建築物等が存する敷地における増築、改築又は移転（以下「日影高

さ増築等」という。）であること。

 ロ 日影高さ既存不適格建築物等による不適格な日影の部分が増大しないこと。

 ハ 日影高さ増築等に係る建築物又は建築物の部分は、法第５６条の２第１項本文の規定に

適合すること。

 ニ 日影高さ増築等に係る建築物又は建築物の部分と日影高さ既存不適格建築物等により複

合して生じる日影は、法第５６条の２第１項本文の規定に適合しない部分を増大させない

こと。また、新たに複合して生じる日影は法第５６条の２第１項本文の規定に適合するこ

と。

（報告）

第５条 特定行政庁は、この基準に基づき許可したものについては、直近に開催される審査会

において、当該許可の概要について報告しなければならない。

   附 則

（施行期日）

１ この基準は、平成２７年３月２３日から施行する。

（建築基準法第４４条第１項第２号に係る許可の取扱いの廃止）

２ 平成１１年５月１日適用の、建築基準法第４４条第１項第２号に係る許可の取扱いについ

ては、廃止する。

（建築審査会における日影の既存不適格部分に対する取扱いの廃止）

３ 昭和５３年第５回建築審査会における特例措置の取扱いの、建築審査会における日影の既

存不適格部分に対する取扱いについては、廃止する。

   附 則



資料－５

この基準は、平成２８年４月１日から施行する。

   附 則

この基準は、平成２９年４月３日から施行する。

   附 則

この基準は、平成３０年４月１日から施行する。

  附 則

この基準は、平成３１年４月３０日から施行する。

  附 則

この基準は、令和５年１１月１日から施行する。



資料－６

新潟市建築審査会の運営に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新潟市建築審査会条例（昭和３９年第６５号）第６条の規定に基づき、

新潟市建築審査会（以下「審査会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

（会議の議長） 

第２条 会議の議長は、会長が行う。 

（会議の公開） 

第３条 審査会の会議は、原則公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

非公開とすることができる。 

(１) 新潟市情報公開条例（昭和６１年条例第４３号）第１６条第１項各号のいずれかに

該当するとき。 

(２) 前号に掲げるもののほか、審査会が会議を公開することを不適当と認めたとき。 

（会議の傍聴者） 

第４条 審査会は、会議の公開に当たり傍聴者の定員を制限することができる。 

（ＷＥＢ会議） 

第５条 会長が必要と認めるときは、ＷＥＢ会議により審査会を開催することができる。な

お、ＷＥＢ会議には全部又は一部の委員が出席できることとし、出席や議決の扱いは集合

形式の会議の場合と同様とする。 

（事務局） 

第６条 審査会の事務局は、建築部建築行政課に置く。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年１１月１日から施行する。  



第一種住居地域（ 西蒲区赤鏥字大道上930-1、 931-1外）

において新築する自動車修理工場の許可について（ 審議）

１．対象条項

建築基準法第４８条第５項

第一種住居地域内においては、別表第２（ ほ）項に掲げる建築物は、建築し

てはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害

するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお

いては、この限りではない。

法別表第２

（ ほ） 第一種住居地

域内に建築し

てはならない

建築物

一 （ へ） 項第一号から第五号までに掲げるもの 

二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、

場外車券売場その他これらに類するもの

三 カラオケボックスその他これに類するもの

四 （ は） 項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの

でその用途に供する部分の床面積の合計が3, 000㎡を超える

もの（ 政令で定めるものを除く 。）

（ へ） 第二種住居地

域内に建築し

てはならない

建築物

一 （ と） 項第三号及び第四号並びに（ り） 項に掲げるもの

二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十

平方メートルを超えるもの

三 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ

その他これに類する政令で定めるもの

四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超え

るもの又は三階以上の部分にあるもの（ 建築物に附属する

もので政令で定めるもの又は都市計画として決定された

ものを除く 。）

五 倉庫業を営む倉庫

六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるも

のに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合

計が一万平方メートルを超えるもの

議案第１号 



２．当該建築物の概要

申請者 有限会社丸徳自動車整備工場代表取締役 鈴木 栄悦

概 要 敷地位置 新潟市西蒲区赤鏥字大道上930-1、 931-1外

主要用途 自動車修理工場 

工事種別 新築

構  造 鉄骨造

階  数 平屋建て 

建築面積 1, 135. 73 ㎡

延べ面積 1, 057. 98 ㎡

最高高さ 8. 29 ｍ

対象条文 建築基準法第４８条第５項 

３．許可申請書など

別添「 議案第１号」 による 





別紙



第一種住居地域（ 中央区上所中三丁目５１６番外） にお

いて新築する自動車修理工場の許可について（ 審議）

１．対象条項

建築基準法第４８条第５項

第一種住居地域内においては、別表第２（ ほ）項に掲げる建築物は、建築し

てはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害

するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお

いては、この限りではない。

法別表第２

（ ほ） 第一種住居地

域内に建築し

てはならない

建築物

一 （ へ） 項第一号から第五号までに掲げるもの 

二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類するもの

三 カラオケボックスその他これに類するもの

四 （ は） 項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので

その用途に供する部分の床面積の合計が3, 000㎡を超えるもの

（ 政令で定めるものを除く 。）

（ へ） 第二種住居地

域内に建築し

てはならない

建築物

一 （ と） 項第三号及び第四号並びに（ り） 項に掲げるもの 

二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超

えるもの 

（ と） 準住居地域内

に建築しては

ならない建築

物

三 次に掲げる事業（ 特殊の機械の使用その他の特殊の方法によ

る事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして

政令で定めるものを除く 。） を営む工場 

 （ 十一）  原動機の出力の合計が1. 5kWをこえる空気圧縮機

を使用する作業 

議案第２号 



２．当該建築物の概要

申請者 新潟中央ホンダ販売株式会社代表取締役社長 髙橋 信男

概 要 敷地位置 新潟市中央区上所中三丁目516番外

主要用途 自動車展示販売店舗（ 一部自動車修理工場）  

工事種別 新築

構  造 鉄骨造

階  数 平屋、一部２階建て 

建築面積 2, 526. 55 ㎡

延べ面積 2, 755. 74 ㎡

最高高さ 9. 034 ｍ

対象条文 建築基準法第４８条第５項 

３．許可申請書など

別添「 議案第２号」 による 





第二種住居地域（ 西区青山字道下１８２-２ 外８筆）に

おいて新築する自動車修理工場の許可について（ 審議）

１．対象条項

建築基準法第４８条第６項

第二種住居地域内においては、別表第２（ へ）項に掲げる建築物は、建築し

てはならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害

するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお

いては、この限りでない。

別表第２

（ へ

）  

第二種住居地域

内に建築しては

ならない建築物 

一 （ と） 項第三号及び第四号並びに（ り） 項に掲げるもの

二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十

平方メートルを超えるもの

三 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ

その他これに類する政令で定めるもの

四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超え

るもの又は三階以上の部分にあるもの（ 建築物に附属する

もので政令で定めるもの又は都市計画として決定された

ものを除く 。）

五 倉庫業を営む倉庫

六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるも

のに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合

計が一万平方メートルを超えるもの

議案第３号 



２．当該建築物の概要

申請者 トヨタカローラ新潟 株式会社

代表取締役会長 等々 力 好泰

概 要 敷地位置 新潟市西区青山字道下１８２- ２  外８筆

主要用途 自動車販売店舗 自動車修理工場 

工事種別 新築

構  造 鉄骨造

階  数 ２階建て 

建築面積 1, 390. 35 ㎡

延べ面積 1, 505. 40 ㎡

最高高さ 9. 15 ｍ

対象条文 建築基準法第４８条第６項 

３．許可申請書など

別添「 議案第３号」 による 
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接道義務の特例許可について

１．対象条項

建築基準法第４３条第１項

建築物の敷地は、道路（ 次に掲げるものを除く 。第４４条第１項を除き、以下

同じ。） に二メートル以上接しなければならない。  

第４３条第２項

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。  

１  その敷地が幅員四メートル以上の道（ 道路に該当するものを除き、避難及

び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。） に二

メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及

び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通

上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの 

２  その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める

基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支

障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの 

建築基準法施行規則第１０条の３第４項

 法第４３条第２項第２号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれか

に掲げるものとする。  

１  その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。  

２  その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道（ 幅員四メートル

以上のものに限る。） に二メートル以上接する建築物であること。  

３  その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通

行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通

ずるものに有効に接する建築物であること。  

２．許可申請書など

   別紙「 接道義務の特例許可一覧」「 議案第４号～第３０号」 による 

議案第４号～第３０号


